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第１ 監査の種別 

地方自治法第１９９条第７項の規定に基づく財政援助団体等監査 

 

第２ 監査実施日及び場所 

(1) 監査の期日 令和８年１月２１日（水） 

      令和８年２月２５日（水） 

(2) 監査の場所 甲斐市役所本館４階 理事者控室 

 

第３ 監査の対象団体 

   甲斐市サクラまつり実行委員会（所管部局：市民生活部 市民協働推進課） 

 

第４ 監査の範囲 

令和６年度において、市から当該団体に交付した補助金に係る出納及びその他の事務

等で執行されている所管部局（当時：産業振興部 商工観光課）の財政的援助に係るも

の。 

 

第５ 監査の方法 

    令和６年度中に執行した財政援助に係る出納及びその他の事務等が、適正かつ効率的

に執行されているかどうかを主眼とし、援助団体及び市所管部局へ関係書類の提出を

求め、所管部局職員等から説明を聴取し審査を実施した。 

 

第６ 監査の着眼点 

１ 対象団体 

(1) 事業計画書、予算書及び決算諸表等と所管部局へ提出した補助金等の交付申

請書、実績報告書は符号するか。 

(2) 補助金等交付申請書の提出及び補助金等の請求、受領は適時に行われているか。 

(3) 事業は、計画及び交付条件に従って実施され、十分効果が上げられているか。 

   また、補助金等が補助等対象事業以外に流用されていないか。 

(4) 出納関係帳票の整備、記帳は適正か。また、領収書等の証拠書類の整備、保存は

適切か。 

 (5) 会計処理上の責任体制は確立されているか。 

(6) 精算報告、決算報告書等は適正に行われているか。また、精算に伴う返還金の

返還時期等は適切か。 

２ 所管部局 

(1) 補助金等の決定は、法令等に適合しているか。 

(2) 補助金等の交付目的及び補助対象事業の内容は明確か。また、公益上の必要 

性は十分か。 

(3) 補助金等の額の算定、決定、交付方法、時期、手続等は適正か。 
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(4) 補助金等の効果及び条件の履行の確認は、実績報告書等によりなされているか。 

(5) 補助金等交付団体への指導監督は適切に行われているか。 

(6) 補助金等の交付目的や効果等から判断して、統合、廃止等の見直しを行う必要 

があるものはないか。 

 

第７ 団体の概要 

  当該団体の目的及び組織等の概要は、次のとおりである。 

 

１ 目的 

    市の花「サクラ」の開花時期に合わせたイベントを通じて、家族が集い、楽しく、長 

く滞在してサクラを愛でることで、心の安らぎや市への愛着心を醸成することを目的 

とする。 

 

２ 活動 

前項の目的を達成するため、次の事業を実施している。 

(1) 甲斐市サクラまつり開催に係る企画、調整、運営に関すること。 

(2) 甲斐市サクラまつり開催に係る広報活動等に関すること。 

    (3) その他実行委員会の目的を達成するために必要な事項 

 

３ 組織（令和 7年 3月 31 日現在） 

役 員   委員長          １人 

          副委員長        １人 

          監 事         ２人 

          事務局        ５人 

             

４ 財政援助の概要  

(1) 補助金名称  甲斐市観光振興支援補助金 

 

(2) 補助金目的  祭りを観光資源として育成発展させ、市民相互のふれあいの 

場の提供及び文化的遺産として後世に伝えることを目的とす 

る。 

 

(3) 交付の根拠  甲斐市観光振興支援補助金交付要綱 

 

 (4) 補 助 金 額  ９，０８５，９８４円 
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第８ 補助金に係る収支決算状況  

〇令和５年度事業(R5.5.1～R6.4.30) 

収入の部 

項 目 予算額 決算額 
R5 

(※1) 

R6 

(※2) 
増 減 説  明 

補助金 
 

7,850,000 

 

7,850,000 

 

7,350,000 

 

500,000 

 

0 

甲斐市観光振興支援 

補助金 

企業等寄附金 
 

1,150,000 

 

1,050,000 

 

1,050,000 

 

0 

 

▲100,000 

甲斐市建設安全協議会 

甲斐市商工会 

出店参加者 

負担金 

 

300,000 

 

345,000 

 

345,000 

 

0 

 

45,000 

商工会員 15 店舗 

甲斐てき朝市の会、他 

雑 入 1,000 19 19 0 ▲981 貯金利息 

合 計 9,301,000 9,245,019 8,745,019 500,000 ▲55,981  

(※1) 令和５年度 甲斐市観光振興支援補助金  

(※2) 令和６年度 甲斐市観光振興支援補助金  

  

支出の部 

項 目 予算額 決算額 
R5 

(※1) 

R6 

(※2) 
増 減 説  明 

報償費 230,000 160,000 160,000 0 ▲70,000 出演団体謝礼 

需用費 575,000 594,023 594,023 0 19,023 消耗品費、食糧費 

（消耗品費） 
 

400,000 

 

362,758 

 

362,758 

 

0 
▲37,242 

イベント消耗品、 

イベント景品 

（食糧費） 175,000 231,265 231,265 0 56,265 弁当代、桑茶代 

役務費 
 

148,000 

 

66,256 

 

66,256 

 

0 

 

▲81,744 

郵便料、振込手数料、 

切手代 

委託料 
 

8,348,000 

 

8,424,740 

 

7,924,740 

 

500,000 

 

76,740 

会場設営、イベント

運営委託等 

合 計 9,301,000 9,245,019 8,745,019 500,000 ▲55,981  

(※1) 令和５年度 甲斐市観光振興支援補助金  

(※2) 令和６年度 甲斐市観光振興支援補助金  
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〇令和６年度事業(R6.5.1～R7.4.30) 

収入の部                                 （単位：円） 

項 目 予算額 決算額 増 減 説  明 

補助金 7,600,000 8,591,000 991,000 甲斐市観光振興支援補助金 

企業等寄附金 1,000,000 0 ▲1,000,000 
㈱中通が協賛募集イベント経費 

に充当済み 

出店参加者 

負担金 
300,000 0 ▲300,000 

出店料は㈱中通が徴収のうえ 

イベント経費に充当済み 

雑 入 1,000 1,469 469 貯金利息 

合 計 8,901,000 8,592,469 ▲308,531  

 

支出の部                                （単位：円） 

項 目 予算額 決算額 増 減 説  明 

報償費 150,000 238,000 88,000 関係団体謝礼、駐車場借用謝礼 

需用費 200,000 126,329 ▲73,671 消耗品費 

（消耗品費） 200,000 126,329 ▲73,671 イベント消耗品、景品代 

（食糧費） 0 0 0  

役務費 40,000 1,085,744 1,045,744 
サンリオ出演手数料、イベント保

険代、郵便料、振込手数料、等 

委託料 8,511,000 7,137,380 ▲1,373,620 
イベント企画・運営委託 

シャトルバス運行委託、他 

合計 8,901,000 8,587,453 ▲313,547  

 収入合計 8,592,469 円 － 支出合計 8,587,453 円＝残額 5,016 円(残額は市へ精算戻入) 

 

第９  監査の結果・まとめ 

補助金とは、特定の事業や研究等を育成・助成するために地方公共団体が公益上必要 

があると認めた場合に反対給付を求めずに支出するものであり、その交付に当たっては、 

特定の団体等に財政支援を行う性質上、事業の公益性にとどまらず、事業経費や補助金 

額の妥当性を検証し、交付手続を明確化して市民への説明責任を果たさなければならな 

い。 

今回の監査対象である「甲斐市サクラまつり実行委員会」には、補助金交付による財

政的支援に加え、所管課に事務局を置き契約事務や経理事務などを一手に担う人的支援

体制がとられている。この体制は補助事業を円滑に進めることができる反面、補助金を

交付する側と活用する側とが同一になることから、補助金の適切な執行についてチェッ
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ク機能が低下する恐れを抱えている。さらに、この人的支援体制は職員が直接業務を行

う場合と実質的に何ら変わらないため、そもそも外部団体への補助金交付の必要性自体 

に疑問が生じる根本的な問題にもおよぶ。 

市が業務委託をする際には競争入札を原則とし、随意契約の場合でも地方自治法施行 

令第 167 条の 2 や甲斐市財務規則第 191 条に基づき厳格な見積・契約管理が行われる。

しかし、外部団体に補助金として交付すると実態把握が困難となり、不適切な処理が 

行われる可能性が十分に考えられる。 

以上の点を踏まえ、今後は最少の経費で最大の効果を生む行政運営を実現するための 

事務の仕組みと補助金の本質的意義を市として再検討されることを望む。 

 

 

 

令和８年 ３月 ２５日 

代表監査委員  小 林 春男 

 

 

監 査 委 員  平 賀 和久 

 

 

監 査 委 員  赤 澤  厚 

 

厚  

 

   


